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１． 地域住民との協働による道路・河川の維持

うつくしまの道・サポート制度

道路の清掃・美化活動・植栽の管理等を住民と協働で行っていきます。

うつくしまの川・サポート制度

河川の清掃・美化活動を住民と協働で行っていきます。

「うつくしまの道（川）・サポート制度は、地域の方々と市町村、道路（河川）管理者の三者が協同して、
道路（河川）の清掃、美化活動を行うものであり、道路（河川）への愛着心を育てながら、地域にふさわ
しい道（川）づくりを進めるものです。
道路（河川）管理者と市町村は、道路（河川）の清掃、美化活動を行う地域住民グループに対して、清
掃具の貸与、保険の加入、ゴミの回収などを支援しています。
平成21年6月現在、県中管内において、うつくしまの道サポート制度に18団体、うつくしまの
サポート制度に5団体の合計23団体が協定を締結し、道路や河川の清掃・美化活動を行っています。

須賀川駅並木町線 中野須賀川線

実施団体
地域住民、NPO
企業社員グループなど
・歩道の清掃活動
・植樹帯の維持管理活動
・その他道路美化活動

地元自治体
市 町 村

・収集ゴミの回収・処理
・実施団体と維持管理者
の連絡調査
・その他清掃活動等への支援

道路管理者
福島県・市町村
・活動をPRする看板の設置
・清掃用具等の貸与
・保険の加入
・その他清掃活動等への支援

サポート サポート

協 力

合 意

効果と可能性

◆地域の方々やNPO法人などの実施団体、道路（河川）管理者と地元自治体とのパートナーシップ
の形成を図ることにより以下の効果が期待されます。

１．ボランティア活動の活性化
２．良好な道路（河川）環境の創出
３．地域の方々や道路（河川）利用者の満足度の向上
４．道路（河川）への愛着心と美化意欲の向上
５．道路（河川）利用者のマナーの向上

須賀川駅並木町線 中野須賀川線
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２． 異常気象・地震時の体制

福
島
地
方
気
象
台

情報の提供

大雨・洪水
警報等

警報解除

異常出水
災害発生

県中建設・３土木事務所
水防体制
●災害情報連絡
水防、被害情報の収集、報告、連絡、広報
●巡視
道路、河川、緊急応対箇所の巡視
●水防活動
応急対策
●建築物管理
県営住宅の管理

震度４以上
の地震

異常気象・地震時の事務所体制

警報発令

現況報告

被害報告

河川港湾総室

道路総室

情
報

状
況
確
認

応
急
工
事

依
頼

地域住民
市町村等 関係市町村

建設業協会
各支部

雨量や河川の水位、道路の規制状況、峠の映像等の情報は、
県中建設事務所のホームページより得ることが出来ます。

道路・河川パトロール

福島県の
河川雨量水位情報

雨量
河川の水位

道路規制
状況

峠の映像

県中建設事務所のホームページアドレスhttp://www.pref.fukushima.jp/kenchu/kensetsu/

適正な道路・河川の維持管理を図るパトロール範囲
県中建設事務所 ：郡山市
三春土木事務所 ：田村市、三春町、小野町
須賀川土木事務所：須賀川市、鏡石町、天栄村
石川土木事務所 ：石川町、玉川村、浅川町、平田村、古殿町

道路区域、
道路施設等の
安全確認

河川区域、
河川管理施設
等の安全確認

道路パトロール

河川パトロール

現状の状況確認
（パトロール）
・道路の穴（ポットホール）
・ガードレール等の破損
・道路に近接する樹木の
支障状況等

現状の状況確認
（パトロール）
・不法占用
・ゴミの投棄・焼却
・油の流出
・護岸、階段等の点検等

異常
発見

パトロールカーによる
現場処理
・道路の小さな穴埋や
落下物の撤去等一時
的な処理

パトロールカーに
よる現場処理が
できないとき

報告

指示

指示

報告

報告

報告

事務所内の
道路補修員による
現場処理

委託業者
による
現場処理

県
中
建
設
事
務
所

３
土
木
事
務
所

県
中
建
設
・
３
土
木
事
務
所
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